
 

 

 

 

 平成２６年４月１日から、消費税及び地方消費税が５％から８％、令和元年１０月１日から１０％へ引き

上げられたことに伴う、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に

要する経費（事務費や事務職員人件費は除く）に充てるものとされています。 

 令和３年度決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。 

 

【歳 入】地方消費税交付金（社会保障財源分）                          ２６５，１００千円 

【歳 出】地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる社会保障施策に要する経費 

２，５７７，５５２千円 

 

 

※地方消費税交付金（社会保障財源分）は、各事業に要した一般財源の比率に按分して充当しています。 

 

問合せ：財政課財政班 （０４７６－３３－７７０２） 

令和３年度一般会計決算における 

消費税引き上げに係る地方消費税交付金（社会保障財源分）の使途について 


